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（３） 新制度下における特許戦略 

1. 統一特許裁判所の裁判管轄を免れるための戦略

 統一特許裁判所の裁判管轄を免れるための戦略として、一例として、下記の戦略が考え

られます。 

a) 移行期間中に EP特許に対して"opt out"を選択する。

 新制度発効前の"opt out"選択のための登録受付開始後／新制度発効後のできるだけ

早期に"opt out"を選択する旨を登録することが好ましいため、早期に特許ポートフォ

リオを解析しておくことをお勧めします。 

b) 個別の国内特許とする。
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